
問合せ先｜各場東京都事務室

暑さ
対策
支援枠

を新設します！

経営強靭化推進事業補助金

3 / 5～
申請受付開始

補助対象・申請手続きは裏面をcheck

補助上限額 200 万円

補助率 2 / 3
※ 簡易な手続きで申請できます！

従業員等の熱中症対策に取り組む
 市場業者の皆さまを後押しします！

令和８年

早期着手が可能です！



■ 補助対象

■ 補助対象者

卸売業者・仲卸業者・関連事業者・業界団体 等

問合せ先｜各場東京都事務室

■ ＦＡＱ

■ 申請手続き

・アドバイザリー相談やセミナー受講は不要！

・チェックボックス方式 で簡単に申請できます！

Q. 従業員等に対して、電動ファン付き作業服とネッククーラーをそれぞれ購入する場合、どちらも補助
対象となりますか？

A. 電動ファン付き作業服とネッククーラーのように、装着する部位が異なるなど、一体として熱中症対策
に資するものであれば、あわせて補助対象とすることができます。

Q. 電動ファン付き作業服の充電器などの付属品は対象となりますか？
A. 補助事業を実施する上で必要不可欠な付属品は補助対象となります。

Q. 従業員等の熱中症対策として導入する機器等の使用場所について、何か制限はありますか？
A. 外気に直接触れる屋外環境、もしくは、熱中症対策が必要となる暑熱な屋内環境（室温３１℃又は

ＷＢＧＴ２８℃を超える場所など）において使用するものが補助対象となります。

従業員等の熱中症対策として

① 体温を下げる機能を有する作業服等（例：空調服・ネッククーラー）

※着用部位ごとに１名あたり１点まで

② 熱中症等による体調急変を把握できるウェアラブルデバイス
※１名あたり１点まで

③ 作業環境の熱中症リスクを把握できる暑さ指数計測器

空調服 ネッククーラー ウェアラブルデバイス 暑さ指数計測器

応募案内や申請様式はこちら⇨
⇩

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/business/support/kaxtuseika

※各場東京都事務室でも配布しています！

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/business/support/kaxtuseika
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